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役割分担

　身近なまちづくり活動や身近な生活環境の改善など、自らできることを積極的に行います。

市民の役割

　社会的な役割や専門知識の活用という観点から、地域の活性化等の活動を積極的に行います。

事業者等の役割

推進方策

　適切な時期に都市計画の決定・変更を実施します。

都市計画の決定・変更

　ＰＤＣＡサイクルに基づき、本計画で位置づけた施策等を着実に実施す
るとともに、その成果を点検・評価し、改善を図り、必要に応じて計画の見
直しを実施します。
　また、各段階で積極的な市民・事業者等のまちづくりへの関与も求めら
れます。

①計画立案（Plan）
　目標を実現するための計画（区域、施策、事業等）
　を立案します。
②施策実施（Do）
　施策やプロジェクト等を実施します。
　併せて、その成果の測定も行います。
③点検・評価（Check）
　指標等に照らし合わせて、
　成果を点検・評価します。
④改善（Action）
　点検結果をもとに計画を見直し、改善に必要な措
　置を講じます。

計画の進行管理

【情報提供】：様々な媒体を活用しながら、積極的な情報提供を行います。
【支援の充実】：適切な助言や専門家の派遣、助成制度の適用等の支援充実を図ります。
【庁内体制の充実】：庁内の連携等による、総合的かつ効果的なまちづくりを推進します。
【関係機関等との連携】：関係機関等との連携を強化します。

行政の役割

行 政 は
①参画（Plan）
　まちづくりへの主体的な意識を持ち、計画立案段
　階から参画します。
②活動（Do）
　身近なまちづくり活動、自らできる活動を積極的
　に行います。
③気づき（Check）
　普段の生活からまちづくりを意識し、様々な気づ
　きに努めます。
④提案（Action）
　気づきをもとに、まちづくりに対する自らの思いを
　提案します。

市 民 ・ 事 業 者 は




